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農作業受託者の軽油引取税の免税について
　　平成20年6月30日から「委託を受けて農作業を行う者」が適用！

軽油引取税は、軽油に課税される県税です。
道路を走行しない農業用の機械等については、免税証の交付などの手続きにより、免税とすることができます。


〈対象となる農業用の軽油〉

　農業を営む者（農作業のうち基幹的な作業（専ら機械を使用して行われるもの）のすべての委託を受けて農作業を行う者を含む※１）が使用する耕うん整地用機械、栽培管理用機械、収穫調整用機械及び畜産用機械等の動力源に使用する軽油
※１　委託を受けて農作業を行う者は、平成２０年６月３０日以降適用されます。


〈免税手続き〉

1 あらかじめ、軽油を使用する機械等の明細、年間見込所要数量等を記載した申請書（※２）を県知事に提出し、「免税軽油使用者証」の交付を受けます（「免税軽油使用者証」は２年以内の有効期限が定められています）。

※２　申請書には、農業委員会長が発行する耕作証明書等（農作業受託の場合は、「耕作（農作業受委託）証明願」）を添付します。
2 免税軽油の数量、引取予定販売事業者名等を記載した申請書を県知事に　提出し、「免税証」の交付を受けます。

3 石油販売事業者に「免税証」を提示し、免税軽油を購入します。

4 「免税軽油使用者証」の交付を受けた者は、毎月末までに購入した数量等を報告します。


税率は３２．１円/㍑となっています。

例えば、1,000㍑使用する場合は、32,100円の効果となります。
注）軽油使用量は、農作業の内容、機械の性能、ほ場条件等により異なり一概にいえませんが、
水稲1haで年間約240㍑という例があります。

◎ 詳細は、お近くの地方事務所税務課におたずねください。
